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　仕事やレジャーなどで投票日に投票所へ行くことができ
ない人は、期日前投票の期間中に、入場券を持参し、投票所
にお越しください。
　期日前投票を行なう日に、まだ満２０歳になっていない人
は、選挙管理委員会事務局で不在者投票を行うことになり
ます。
���知事・道議…４月７日（土）まで
���市長・市議…４月１６日（月）～２１日（土）
��　８時３０分～２０時
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　滞在している市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができま
す。室蘭市選挙管理委員会に「投票用紙等請求書兼宣誓書」で
投票用紙を請求してください。
　請求書兼宣誓書はどこの選挙管理委員会でも備え付けて
います。
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○昭和６２年４月９日以前に生まれた人
○平成１８年１２月２９日以前に転入手続き
をした人

※平成１８年１２月３０日以降に道内から転
入してきた人は、旧住所地で不在者
投票ができます。
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○昭和６２年４月２３日以前に生まれた人
○１月１４日以前に転入手続きをした人
※投票日の前日（４月２１日）までに転
出する人は投票できません。

※入場券は、４月１１日ころの発送予定
です。入場券が届かないときは、お
問い合わせください。
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　各選挙の投票日に、室蘭市内の投票
状況と開票状況（２２時から公開予定）
を室蘭市のホームページでお知らせし
ます。こちらからご覧ください。
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http://www.city.muroran.hokkaido.jp/
senkyo/
�����

http://www.city.muroran.hokkaido.jp/
senkyo/mobile/
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携帯電話のカメラで読
み取り、または撮影す
ると、携帯電話用ホー
ムページをご覧になれ
ます。


